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私がどういうときにどういった流れで公会計改革

に出会ったかといいますと、さかのぼること今から

１４年前の１９９５年、イギリスで初めて出会ったわけで

す。私は、大学院で心理学を専攻し、最初は東京都

の福祉施設における身体障害者のリハビリテーショ

ン指導員になりました。その後、群馬県庁に入庁し、

県庁の１５年間の中で財政課に所属していたときにイ

ギリスに２年間派遣されました。それが９５～９６年度

の２年間であり、まさに官庁会計ばりばりの財政課

員だったころにイギリスに派遣されたのです。

イギリスで出される決算書は、まさに日本のわれ

われが慣れ親しんだ歳入歳出決算書とは全く異なる

ものでした。公認会計士の監査証明書から始まり、

連結バランスシート、そして連結損益計算書と続く

わけであります。本当に民間企業会計で自治体会計

の決算が行われていました。実際に各課に移ります

と、自動仕訳ですけれども複式簿記でありそれぞれ

の課で入力を行っております。それを９５年に行った

ときに見たわけです。

聞けば、８０年代からその導入が進められていると

いうことでした。ちょうど公共サービスの担い手と

して官と民のどちらが適切かという競争をマーガレ

ット・サッチャーという鉄の宰相が始めたときに、

官のコストと民のコストが逐一精細に比較できない

ことには、まずコストの勝敗がつけられない、加え

て、公共サービスの質については、できる限り数値

定量化しなければ比較できないということで、９２年

度から各自治体に行政評価が導入されました。公会

計改革、そのときそういう言葉で自分が理解してい

たかどうかというのはよく分からないのですけれど

も、少なくとも公会計という分野では、決して日本

はスタンダードではないという当たり前のことに気

付き、世界に目を広げていくと、各地でもそうした

改革が進められていたという現実がありました。ま

さにサッチャー政権のときに非常に急進的に公的部

門の改革を進めなければならない、そういう現実の

中で公会計改革が前面に出されてきたのも事実であ

ったろうと思います。

公会計改革を定義すると、現金主義会計から発生

主義会計への移行ということで、いわゆる会計方式

の転換とされるのですが、それに加えて、先ほど申

しましたように、財務数値だけでなく、官の部門に

大切な非財務数値、いわゆる何人、何メートル、何

平方メートル、何パーセントといった数字で表され

る官の成果を体系的に測定する仕組みも公会計改革
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の一端であるという理解の下、帰国しました。そし

て、日本の自治体の中でどのようなやり方があるか

ということを思い始めていたときに、三重県庁、大

分県臼杵市でバランスシートを作るという、ちょう

ど新地方公会計改革の前の波が９７年ぐらいから一気

にわき起こったわけです。まさにイギリスで見聞き

したものが、デジャビュという言葉がありますが、

初めて見る風景のはずなのに、かつて見た記憶があ

るという既視体験を帰国して次々と見ることになる

わけです。

それ以来、私にとって公会計改革というのは非常

に大きなテーマ、バックボーンになっていると思い

ます。何か考えるときでも、この改革がすべての基

盤にあります。

この１年余り、七つの自治体の皆さんが進めてき

た研究会の成果を起点として、今後大阪府下の皆さ

んが同質の財務処理を作成していくための研究会に

引き継がれます。今日のセミナーは、その初回の特

別講座という位置付けですので、私は、この新地方

公会計改革の中身について、その背景と、なぜ今取

り組むのか、どうして全庁的な取り組みを求められ

ているのか、それによってどんな効果があるのかと

いったことをお話しできればと思っております。

まず、新地方公会計改革の背景となった事実、そ

して、新地方公会計改革の経緯、平成１８年の通知も

含めて簡単にお話をいたします。これらの経緯があ

ればこそ、現状の自治体会計では説明責任において

いまだ不十分であるという理解があり、その説明責

任を果たすために何が必要かという点から新地方公

会計改革が着手されて、財務書類４表の作成が必要

になってきたということになります。資料８ページ

以降は、財務書類４表のそれぞれの理解ということ

です。できる限りの範囲で財務書類４表の概略を説

明し、その改革の進め方、作業の進め方について少

しだけ触れておこうと思います。さらに単体財務諸

表の財務書類の作成が進むと、財政課オンリーの仕

事ではなくなり、連結となって、より広く射程が広

がってまいります。ですので、連結の話がどういっ

たところまでで、どういった内容なのか、なぜ連結

財務書類が必要なのか、何が分かるのかということ

を中心に話しまして、作業の手順などを少しだけご

説明しようと思っております。

１．地方自治体の現状

どのような背景、現実が今あるかというと、私は

「ひと」「もの」「かね」の再配置ということでご説明

したいと思います。社会の中の資源というと、「ひ

と」「もの」「かね」「情報」「時間」とよく言われま

すけれども、そのうち実体を持ったストックは、「ひ

と」と「もの」と「かね」で、この実体を持った社

会の資源、「ひと」「もの」「かね」がこれまでになく

その位置を替える、その変えるときに自治体財政に

かなりストレスをかけてきます。

特にお金、財政にストレスをかけるものですから、

「ひと」「もの」「かね」のところを先に申し上げます

と、ストレスがかかる前からもう既に地方債残高は

ほぼ飽和状態、限界に達しています。それでいて、

基金残高は減少の一途であるということで、資産は

減り、負債は増えているという中で、さらに「ひと」

と「もの」のストックサイクルが自治体財政にスト

レスをかける。財政ストレスという点でご説明する

と、「ひと」であれば、２００７～２００９年の３年間で退

職する団塊の世代の退職に伴う退職金のストレスが

あります。そもそも退職者の退職金が分かっている

ということであれば、それに見合った基金ないし留

保、あるいは組合での拠出があればということです

けれども、それがなかなか退職手当に見合った金額

に達していません。ではどうするかというと、毎年

の一般財源から捻出しようとするが足りない、さら

にどうするかとなると、退職手当債という借金に頼

るか、あるいは退職手当組合に入っておられるとこ

ろでも、拠出額と支払額の収支バランスを崩してい

るような組合ですと、いずれどこかで払えなくなる

という時限爆弾を抱えております。実際に、都道府

県にあっては、退職手当債はほぼ全部が発行の状態

というところで、市町村にあっても退職手当債はか

なり多くなってきています。

第１部　地方自治体の現状と公会計
改革の要請
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次の「もの」の再配置ですけれども、これは、道

路や橋といったインフラ資産、寿命５０年のもの、公

の施設で約４０年程度のもの、こうしたものが人間の

高齢化と同様にちょうど更新投資の時期を迎えると

いうことです。図表１－１．建設後５０年を経過する

社会資本の割合は「１９年度国土交通白書」から、そ

して、財源手当についての現実を図表１－２で「１７

年度国土交通白書」から転記しております。

２．インフラ管理の維持管理・更新投資のシミュレ

ーション

実際に図表１－２をご覧いただくと、一番上の山

が新設で、新しく道路や橋を造ることにできる財源

です。既に２０２０年度にその新設の道路や橋は造れな

いと「国土交通白書」には書いてあるわけです。そ

れどころではなく、更新できない部分という楕円形

が２０２０年度以降にかかっています。今ある道路や橋

を造り替えることができないということで、どうす

るか。トンネルを埋めるのか、道路や橋を壊すのか、

こういうことをしない限り危険が伴うわけです。

危険と申しますと、２年前、ミネソタ州で大規模

な橋の崩落事故があったことをご記憶にある方がい

らっしゃると思うのですが、そのときに日本の橋は

どうなのかとなりましたが、老朽化度、危険度を調

べようとしても、その現実が詳細に分かる資料とい

うものがなかなか残されていないという状況があり

ます。そのあたりをきちんと資産としてよく調べよ

うではないかということも当然起こるわけです。こ

の楕円形は、２００５年度の推計でこの位置ですから、

さらに財政状況が悪化している現状では、もう少し

左側に動く可能性があると考えられます。

図表１－３施設の高齢化と対処ですが、では、ど

うすればよろしいかという話になると、ここにある

のは「１９年度国土交通白書」ですが、いわゆる長寿

命化対策という言葉が出てまいります。一般の家庭

でも、適切にしかるべきときに１００万円掛けて手を

入れていれば長持ちしたはずの家が、ずっとそれを

先送りにしたために１,０００万円掛けて建て直すという

ことになってしまうということがあります。このよ

うなことを防ぐための長寿命化対策を、当然公の施

設、それから道路や橋でも適切な時期にやる必要が

あるわけです。しかし、それをやろうとしても、ど

こをどういうふうにすればよいかというデータが果

たしてあるのかというのが問題になっているわけで

す。

一つ一つのストックサイクルが、ちょうど２００９年、

２０１０年、２０１１年、２０１２年、２０１３年と、「ひと」と

「もの」でどんどんやってまいります。団塊の世代の

退職、２０１１年、２０１２年、２０１３年という年は、６５

歳年金フル受給の突入年齢になります。社会保障制

度を通じて団塊の世代の「ひと」のサイクルが財政

に圧力をかける時期がもう一度やってくるというこ

とです。幾つかの西暦を申し上げましたが、これら

の西暦をご覧いただくと、この１０年間ぐらいが、ど

の自治体も分け隔てなくストックサイクルをちょう

ど受ける時期に入ってきているという事実はどこも

同じですから、ではどうすればいいということを一

緒に考えて一緒にやっていこうではないかという動

きに当然なろうと思います。

「かね」のところで、地方債とか財政調整基金の

話を言いましたけれども、さらにほとんど分かって

はいてもなかなか目に触れることのない第三セクタ

ー・地方３公社等に対する財政負担がかなり大きく

なってきております（図表１－４）。

実際に第三セクターの債務調整、借金の切り捨と

いう議論が出るぐらいに、かなり見えない、よく分

かってはいるけれども、あらためて目に触れること

のない自治体の債務も大きなストックサイクルにな

ってこようとしています。

３．公会計改革の経緯

こうした中で、既に「ひと」と「もの」と「かね」

のストックサイクルとして、地方債残高、基金の減

少という分かりきった現実への対処に向けて、果た

してどれだけ情報を整備しているのかという議論が

国で行われ始めたのが平成１７年１２月２４日の閣議決定

が起点といわれています。これが新地方公会計改革

の一つのスタート地点となったもので、政府の資

産・債務改革という言葉で始められております（図

表１－５）。
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簡単に読み上げれば、「地方においても、国と同様

に資産・債務改革に積極的に取り組む。各地方公共

団体の資産・債務の実態把握、管理体制状況を総点

検するとともに」という言葉が出てきます。資産・

債務改革、これが今般の公会計改革の最初に出てく

る言葉であります。なぜ、私たちは今この時期に公

会計改革に取り組み、財務書類４表を作るという作

業に着手するのか。この一つの理由をよく知った上

で取る行動と、言われているから取り入れていきま

しょうという行動とでは、その目的意識に非常に差

が表れてくると思います。実際に、この資産・債務

改革という言葉を起点として始まった以上は、それ

に資する公会計改革という設計がなされております

ので、それに向けて準備を進めていただく、理解し

て作成して、分析していただくというのがまず一つ

大切な点であろうと思います。

効率的な政府を目指すための行政改革推進法６２条

（図表１－６）は、「地方公共団体は」から始まり、

一号、二号とあり、そして、第２項に、「政府は、地

方公共団体に対し、前項各号の施策の推進を要請す

るとともに」とされており、ここからが重要なので

すが、「企業会計の慣行を参考とした貸借対照表その

他の財務書類の整備に関し必要な情報の提供、助言

その他の協力を行うものとする」ということで、こ

こで資産・債務改革が企業会計という言葉に引き継

がれています。

実際に今般の公会計改革は、法により要請された

ものではないということをよくお聞きしますけれど

も、やはりこうした法に明らかに言葉として載って

います。それも資産・債務改革の流れから載ってい

るという理解をしていただく必要があろうかと思っ

ております。

そして、１８年６月には夕張市の財政破たんとなり、

地方財政という言葉がまさかこういった形で新聞の

１面に載るとは思っていなかったのですけれども、

やはりいろいろな衝撃を与えたと思います。あらた

めてこれを説明するつもりはありませんけれども、

果たして地方自治体の資産・債務の状況、それから、

フローの会計の健全性などは一体どうなっているの

だろうかといういろいろな思いが交錯してきたと思

います。

そして、この６月の前の５月に、実は皆さんご存

じのとおり、総務省で先ほどの法と、閣議決定を受

けて、小室先生が発足のときからかかわっておられ

ます研究会が発足し、１カ月で報告書が出て、さら

に７月に図表１－７、いわゆる「骨太の方針２００６」

では、資産・債務改革という流れの中ではっきりと

「資産圧縮を大胆に進め、バランスシートを圧縮す

る」というところから２番目、「国、地方、独立行政

法人等の財務情報の整備を一体的に推進する」とあ

り、そして、その流れの中で「地方には、国の財務

書類に準拠した公会計モデルの導入に向けて、団体

規模に応じ、従来型モデルを活用しつつ、計画的に

整備を進めるよう要請する」とされています。ここ

に基準モデル、そして総務省方式の従来型モデルも

活用しつつということで会計モデルのことが述べら

れています。

そして、翌月８月３１日、皆さんにとって３年後と

言われている２００９年、３年の間にと言われている

２００９年の、この秋を目指すという発端になった通知

があります。この中に「貸借対照表」「行政コスト計

算書」「資金収支計算書」「純資産変動計算書」の４

表の名前がはっきりと登場し、そして「３年以内」

にという言葉が登場しております。これを受けて

次々と実務研究会、報告書、そして、ワーキンググ

ループと、すべて小室先生が関与されていますが、

その動きが今に至っているということです。

以上、まずストックサイクルの話をしました。ス

トックサイクル自体がなかなか顕在化するまでには

時間がかかります。しかし、いったん顕在化したら、

自治体財政をかなり圧迫するだろうということが分

かっていながら、その情報に非常に欠けているとい

うところが起点になり、資産・債務改革という言葉

が公会計改革の発端になったことは事実だというこ

とです。

４．民間企業会計と自治体会計

一方で、資産・債務改革に資する公会計改革とよ

くいわれますけれども、これは確かに日本の事情で

あると思います。実際に、公会計改革とは何かと聞
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かれれば、最初に話しましたように、現金主義会計

から発生主義会計に変換するという会計方式の移行

です。そして、なぜ会計方式の移行が求められるか

ということで、まず現金主義会計と発生主義会計を

簡単に定義しておかなければならないと思うのです

が、そもそもこの現金主義、発生主義という言葉は

認識基準と申します。何を認識するのか。それは取

引を測定のいつの時点で認識するか、そして、何を

測定の焦点にするか、この二つの認識で現金主義、

発生主義という言葉を定義します。

現金主義は現金の出入りがあった時点で認識しま

す。であればこそ、認識の対象は現金の出入額、お

よび残高だけになります。一方で発生主義は、取引

事象の発生の時点で認識しますから、取引事象があ

れば、かかわるものはすべて認識の対象になります。

でありますので、例えば現金の出入りがなければ、

現金主義を取る限り、何ら認識はされないことがあ

ります。公用車を廃棄して、２００万円の公用車をち

ょうど耐用年数が半分のところで廃棄したとします。

そこに何ら現金の移動がなければ、現金主義の下で

は何ら記録はありません。財務書類の記録はありま

せん。もちろん公用車台帳ですとか、そうしたとこ

ろで１台棄却という記録はあっても、それが財務数

値と結び付くことはないのです。

しかし、発生主義の下では、明らかに車両運搬具

という資産２００万円のうち減価償却累計額を差し引い

た１００万円の除却損という損失費用勘定が生じると

いうことで、資産の減少、それから費用の増加とい

うこの二つが認識されます。それと同時に、複式簿

記発生主義という言葉をつなげて言えば、この車両

運搬具の実態と、実際に車両の台帳に掲げられてい

る財務数値と、そして、貸借対照表上の車両運搬具

の数値と実態とがすべて一致しますので、検証可能

性を複式簿記を通じて持つことになります。

現金の出入り額、残高だけを説明責任の対象とす

る現金主義と、さらに資産や負債、純資産、そして

収益・費用をすべて財務諸表の項目で認識すること

のできる発生主義を比較すれば、今の時代、説明責

任はどちらで果たしていくべきか。当然、今の自治

体の資産は、皆さんも貸借対照表を作成するとすぐ

に分かると思いますが、普通会計の貸借対照表上の

資産の９割は有形固定資産です。これほどまでに有

形固定資産を所有しながら、それを認識するすべを

現金主義のままでは持つことができないのです。ま

た、負債についても、例えば退職給与引当金といっ

た、現金としては発生していないけれども、明らか

に今後発生する可能性が十分にあるという負債を現

金主義を取ると測定することはできません。という

ことから、現金主義から発生主義へと、説明責任の

射程をぐっと広げる必要性があるということになり

ます。

ただ、ここで誤解なきように申し上げておきます

けれども、フランスやアメリカ、オーストラリア、

イギリス、さまざまな国が発生主義会計へと移行し

ていますが、それぞれの国が現金主義会計を放棄し

ているかというと、全くそんなことはありません。

やはり税金が現金である以上、この税金が幾ら入り、

その税金の使途はこれとこれでありますということ

を説明するため、やはり現金主義会計というのは、

いわゆる財政民主主義の立場からすれば必ず求めら

れることであります。ですので、現金主義会計によ

る予算書、決算書に加えて、発生主義会計による決

算書というところまでが公会計改革の目指すところ

であろうと思います。

図表１－９、財務情報の現状ですけれども、自治

体は今、現金主義会計であります。そして、現金フ

ロー情報のみ、また、普通会計の財務諸表のみが作

られていて、そして、過去情報です。今、現金主義

会計のところだけを申し上げたので、そこから右に

行くと、結局先ほど述べたストックサイクルの変化

があり、さまざまな資産がこれから劣化していくで

あろうと考えられます。あるいは現金の支出を伴わ

ない負債がどんどん増加していくという現実の中で

は、資産・負債のストックが情報として欠如してい

るのが、残念ながら現金主義の限界であります。同

様に、コスト情報と収益・費用が認識できる、先ほ

ど申し上げたように、車両運搬具を除却したときに

１００万円の除却損という認識は、現金主義ではあり

ません。

そうした費用の認識がない現金主義に対して、や
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はり収益・費用の認識が求められてくると、コスト

情報の欠如が課題となります。

今、経営改革という言葉が叫ばれております。経

営とは何か、その言葉を定義するのはなかなか難し

いと思いますけれども、あえて三つで申し上げれば、

一つ目、組織の方向付けを示し、二つ目、ひと・も

の・かねの資源を適切に配分し、三つ目、目標に向

かってひとを動かすこと。これを経営というふうに

私なりに定義させていただければ、すなわち、自治

体にとって経営改革を進めて目指すことは何かとい

うことになると、民間企業であれば、当然利益の増

大を目指すわけですが、利益に収れんすることので

きない自治体ということは当然皆さんご存じのとお

りです。

では、何に収れんしていくかというと、さまざま

な成果という言葉が登場してきます。

図表１－１０の「成果」です。例えば水質検査をす

るという仕事があったとすれば、その成果は何かと

いうと水質汚濁を解決するということになります。

交通の取り締まりをするとなれば、当然交通事故の

減少というのが成果になります。いずれにせよ、何

円という財務数値では表せない、何ｐｐｍとか、ある

いは何人ですとか、何パーセントという非財務数値

で表されるのが成果です。

それに対して、その成果を獲得するためにどれほ

どの資源が使われているかというのを表すのがコス

トであります。コストとは何かというと、民間企業

会計でいえば、収益を獲得するために費消された資

産となります。例えば１５０円の水を売るのに１００円で

仕入れたとします。売るまでは１００円の棚卸資産で

す。売った途端、これは１００円の売上原価というコ

ストに振り替わるわけです。非常に単純な例ですけ

れども、売るのに建物を使用していれば、この使用

された建物のコストが減価償却費となって表れます。

コストは、すべて収益と対応させて、それも現金の

支出のないコストも含めてすべてカウントされてい

きます。

それに対して、収益に対応する言葉で、先ほど

「成果」と申し上げました。そうすると、自治体にと

ってコストとは何か。成果を上げるため、成果を獲

得するために使われた資産です。当然、「ひと」も資

産ですから、「ひと」が使われれば人件費です。それ

から、建物が使われれば、それが減価償却費ですし、

消耗品を使えば、消耗品費になります。ということ

で、図表１－１０の左辺のところは、分子に「成果」、

そして、分母に「コスト」という形で表されていま

す。これで表すことによってバリュー・フォー・マ

ネー（ＶＦＭ）、すなわち１円のコストに対して最大

の成果を得られるようにというのが公的部門の経営

改革の目指すところということに触れておきたいと

思います。

ただ、先ほど言ったことから少し推測できると思

うのですが、コストを単に下げなさいということを

そのまま受け取れば、成果を上げるために費消する

資産をコストというのですから、コストを下げなさ

いということは成果を下げなさいということと同義

になっていまいます。成果を上げるために資産を費

消した、消費した、それがコストだというのであれ

ば、コストを切りなさいということは成果を切りな

さいということと同義ですから、左辺のままでは明

らかにスローガンなのです。

最小の経費、最小のコストで最大の成果、それを

スローガンでなくするための言葉が右辺であります。

経済性、効率性、有効性です。経済性、一定の投入、

「ひと」「もの」と「かね」も入りますけれども、一

定の「ひと」や「もの」という投入量を獲得するた

めに最小のコスト投入でできないだろうかというこ

とで、当然その工夫は出てまいります。単純作業労

務でいいところに単価の高い「ひと」がローテーシ

ョンで入ってしまえば、これは当然経済性にもとる

行為ということになります。

例えば一定の自治体の仕事、産出活動といいます

けれども、これだけの量の仕事をしますとなると、

その一定の量の仕事をするのに、「ひと」や「もの」

「かね」も含めて投入量が最小になるように、例えば

職員がやるのがよろしいか、物件費に特化した委託

でやるのがよろしいか、そうした議論があります。

効率性といいます。

そして今度は、分母の自治体が行う講習会を開催

するなどの仕事、その開催した講習会で一定の資格
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を取得するという成果を最大化させなさいという、

今度は分母の方を固定して、分子を最大化させると

いうことで、それぞれ経済性、効率性、有効性と分

けて考えると、それぞれの視点から何らかの課題が

出て、そして改正案が出て、改革へとつながってい

くのではないか。

結局、コスト情報というのは、発生主義で「ひと」

や「もの」をどれだけ費消したかをとらえていきま

しょうということです。残る投入量、活動量、成果

量については、非財務数値による測定が求められる

ということで、公会計改革全般で申し上げれば、コ

ストをとらえることができる前提として資産や負債

をとらえることができる発生主義会計の導入と、そ

れと同時に非財務数値を測定することのできる行政

評価といった面が公会計改革と言われているゆえん

であります。

そうしたことを財政情報の課題と対応として図表

１－１１にまとめておきました。

公会計改革が経営改革へとつながっているという

のはこの図表に表れていると私は思うのです。なか

なか成果とコストというのを一対一でつなげること

の難しさはあるにせよ、しかし、右辺で言うと、コ

ストと投入量、それから、投入量と活動結果量は一

対一で確実につながれていきます。ですから、一対

一でこの分母・分子の数字をどのように動かしてい

くのか、経済性、効率性を高めていくのか、加えて、

活動結果量と成果量も一対一かどうかというのは難

しいところはありますけれども、少なくとも論理的

にはつながっていると仮定されます。

ですから、この経済性、効率性、有効性の改革を

しっかりと進めていくことが、経営改革の目的であ

る最小のコスト、最大の成果ということに左辺がな

るのだということであれば、コストを正確に把握し、

そして、それに対応する非財務数値を正確に把握し

ておくことが経営改革を進められたかどうかを測定

するポイントになります。公会計改革なくして経営

改革の正確な測定はできないというのが、当時、特

に経済性、効率性、有効性、それぞれの力点の置き

方は違ったにせよ、１９８０年代から１９９０年代にかけ

て進められた新しい公共経営のプロットであったよ

うです。ですから、日本も自治体・国を挙げて公共

経営改革、行政経営改革というのであれば、まさに

経営改革に資する公会計改革ということも当然のこ

とながら出てくる話であります。

１．新地方公会計改革の現状

財務書類４表といわれますけれども、それぞれ三

つのモデルがあるというのはよくご存じだと思いま

す。総務省関係では基準モデルと総務省方式改訂モ

デルです。総務省方式改訂モデルとは、いわゆる

２００１年３月の総務省方式（旧方式）を資産・債務改

革の視点から、資産・債務情報を充実という形で改

訂したものという理解です。特徴としては、売却可

能資産台帳をはじめとする各種台帳整理を段階的に

進めることができることです。それと、何と言って

も普通会計の決算統計を基にした財務書類の作成と

いうことが総務省方式改訂モデルの特徴になります。

そして、三つのうち東京都モデルだけは、毎日の

取引の仕訳が行われて、継続記録的に財務諸表が作

成されるという点でスタンスが違っております。さ

らに、税の取り扱いが異なります。東京都モデルに

おいては収益勘定、そして、基準モデルにおいては

純資産勘定、総務省方式改訂モデルにおいては、純

資産の中の「その他一般財源」の中で表されており

ますので、大きく分けると、純資産説か、収益説か

ということになります。すなわち、国民、住民は、

それぞれ国や自治体は地域の所有者に該当し、その

所有者からの拠出だから純資産勘定であるという考

え方であり、「収益とは、所有者による拠出以外」と

いうものだから、純資産であるという考え方になり

ます。

所有者である住民が拠出した税たるものを収益と

考えるのはおかしいという純資産説の立場を取るの

が、基準モデルと総務省方式改訂モデルです。一方

で、所有者の拠出ということを言うのであれば、実

際に所有者たる者は持ち分を追求でき配当があるの

ではないか、税に関して持ち分の追求や配当はあり

得るかという問題が出てきます。であれば収益であ

第２部　財務書類４表の理解
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ろうというのが収益説であり、東京都モデルや国際

公会計基準などの立場です。

一応これは紹介ですけれども、だからわれわれは

収益説、純資産説、どちらにという議論の話ではな

く、総務省方式改訂モデルを採る以上は、純資産の

中のその他一般財源等と勘定であるという理解で始

めていくことにはなりますが、国際公会計基準や他

国の公会計では収益説を採っていまして、そうした

ものの理解も頭の隅に置いていただければと思いま

す。

２．貸借対照表の理解

貸借対照表の理解ですが、これは図表２－１に私

の話すことがすべて集約されています。すなわち、

民間企業会計では、貸借対照表の左側は資産、右側

は負債と純資産です。では、純資産をどのように考

えるか。右側は財源の調達先、他者か自己か、他者

であれば負債、そして、自己であれば純資産です。

当然、負債であれば、そこに利子の支払いが生じま

す。資本であれば、配当等の譲与・分与の可能性が

ありますけれども、ない場合もあります。すなわち、

少なくとも利子の負担は生じません。どこから調達

してきたかを表す右側、それに対してそれをどのよ

うに運用しているか、で示すのが左側です。たとえ

ば、土地になっています、建物になっています、現

金です、資金ですという運用の先を表すのが左側の

資産というのが民間企業会計の貸借対照表の理解で

す。

これを公会計にすると、右側が確かに誰から調達

してきたか。そして、左側がそれをどう運用されて

いたかにかわりはないのですけれども、理解として、

負債は将来の世代から、そして、純資産は現在また

は過去の世代から調達してきましたということです

から、この貸借対照表上に表されるのは世代間の負

担の衡平です。将来世代から調達したということは、

それだけ負担を先送りしたということです。将来世

代が支払う部分が負債に表されます。そして、現役

世代、過去の世代が既に自分たちで負担した部分、

それが純資産で表されます。負債と純資産の割合比

較を取っていけば、われわれの負担はどんどん将来

世代に負担を先送りしている世代か、それともその

逆なのかということが分かることになります。これ

は、３月に出された研究会の報告書の中の分析資料

として用いられているところです。

次に、総務省方式改訂モデルの貸借対照表を具体

的に見ていくと、有形固定資産の特徴としては、ご

存じのとおり決算統計が基になっていますから、車

両運搬具、建物、土地といった、いわゆる形態別で

は表されず、目的別で表されます。ですから、目的

別で表された資産を分析するのであれば、「われわれ

の自治体は教育目的の資産、福祉目的の資産がだん

だん割合として増えてくる一方で、インフラなどの

資産が割合として減ってきている」という分析がで

きます。また、減価償却後の数字が表れますから、

再投資が行われることなく、目的別の有形固定資産

が、どのように変化してきているなどの傾向を他団

体と比較することが可能であります。

さらに、貸借対照表上の投資等のところに幾つか

言葉が並べられていますけれども、特に投資等のとこ

ろでは投資損失引当金という言葉が時々出てきます。

これは、連結対象とされた第三セクター等に３０％以

上の純資産の減額があるということが認識された場

合に、投資損失引当金の計上が必要になります。で

すから、ここに数字が提供されているということは、

連結対象団体の財務状況が悪化しているということ

です。それから、回収不能見込額が「投資等」と

「流動資産」のそれぞれに計上されていますが、ここ

に計上されている数字は税の滞納とかを意味します。

ここで計上されている数字は恐らく現年度よりも過

年度の方がさらに回復率は低くなっていますので、

債権の劣化を示す数値と言えます。

資料１０ページには回収不能見込額の算定方式を書

きました。流動資産にも回収不能見込額が登場しま

すけれども、税や保育所の保育料、そうした債権の

うち１年未満のもの、どちらかというと回収率の高

いものをこちらに表しております。

さらに、負債の方では、いわゆる１年以内の負債

である流動負債と１年以上の負債である固定負債が

あり、「地方債」、それから「未払金」、「退職手当」

において、１年以内のもの、それを超えるものとに

29自治大阪 ／ 2010 － 1

00自治大阪2010.01月号  10.2.4 11:42  ページ 29



分かれて記載されています。また、長期未払金、債

務保証、債務負担行為などがここに表れてきますの

で、こうして表されることによって実際に自治体の

負担が今後どれだけ重くなっていくかというのが出

てくると思います。もちろん退職給与引当金もこれ

まで認識としてはあまり表立ってしていなかったも

のが直接出てまいります。短期借入金、すなわち翌

年度繰上充当金が、普通会計に書いていたら要注意

の数字であります。「珍しいのが書いているな」など

と思わないで、あったら大変だと理解してください。

以上、簡単に貸借対照表について申し上げました。

特に資産・債務改革に資する公会計改革として、

総務省方式をより資産・債務情報を充実させたもの

が総務省方式改訂モデルと先ほど申し上げたとおり、

今回の会計モデルの特徴が貸借対照表に如実に表れ

てきています。今まで総務省方式では見て取れなか

った第三セクター等への出資金が、第三セクターの

経営悪化により劣化してきていると、それだけの出

資分がありませんといったものが総務省旧方式では

見て取れなかったものが、明らかに数字として計上

されるようになっているなど、幾つかその特徴が表

れています。

３．貸借対照表作成のために求められる全庁的対応

それと、後ほど説明のときに申し上げますが、日

本の方式の非常に大きな特徴ですけれども、現状、

売却可能資産が時価で評価するとどれだけになるか

というのはなかなか分からないでおります。それが、

だいぶ昔に取得した資産であれば、今、時価で評価

するとだいぶ値が上がったり、ここ十数年以内の取

得であれば、逆に含み損があるわけです。そうした

ものの中で、特に売却可能資産ですから、普通財産

を中心として、資産売却計画などの計上された行政

財産を含めて、これを時価評価でということが求め

られています。今までなかなか自治体は時価評価と

いう点では、日本だけではなく、他国でも、イギリ

ス、ニュージーランドのように「再評価グループ」

といわれている国を除いてなかなかな行われなかっ

たのですけれども、今般の改革では、売却可能資産

という形で、少なくとも売却予定の普通財産等につ

いては時価評価が求められてくるようになります。

先ほど申し上げた背景、経緯の中で、バランスシ

ートの圧縮ということが出てきたのは記憶にありま

すでしょうか。資料４ページの図表の１－７です。

「資産圧縮を大胆に進め、バランスシートを圧縮す

る」ということです。負債が増加し、だんだん純資

産が目減りしてきているという現状の中で、では、

その負債を減少させるというのはどうするか、毎年

度ごとに切り詰め、収支差額を黒字にして、そして

負債を返済していくことになりますが、一般家庭で

も、「ローンが大きい、どうするのだ」といったとき

に、月々を切り詰めるということは当然考えられま

すけれども、一番手っ取り早い方法は、売れる資産

を売ってしまい、それをローンの返済に充てるとい

うことです。残念ながら住宅ローンを住宅で返すと

いう究極のところに向かいますけれども、売れる資

産を売却して、その売却して得たキャッシュで負債

を返済していく。バランスシートの左側の資産を売

却して、それで右側の負債を減らすのですから、右

と左が圧縮されるという、これが効果の大きい財政

改革の方法です。イギリスにおいては、できる限り

国有企業を売却して、そこで生れたキャッシュフロ

ーを国の債務返還に充てるということに一番初めに

取り組みました。

同様に、負債の圧縮を資産の売却によるというと

ころから、資料１２ページ、図表２－１０ですけれども、

まず求められるのは、売却可能資産台帳の整理、そ

して、土地の棚卸と資産の台帳の整理が求められま

す。資料１３ページ、これまで「公有資産台帳」とい

われていたものから「固定資産台帳」へと、よりそ

の台帳に記載される情報を精細にして、「売れるもの

はどれだけか」ということが分かるように、また、

更新投資をするというのはいつの時期が適切なのか

などもよく分かるような固定資産台帳を作る必要が

あるという点です。簡単に申し上げましたけれども、

売却可能資産が最初に出てくるところも今回の改革

の特徴ですし、こうした資産台帳の整備を進めるの

は、やはり今まで財務書類をバランスシートなど作

るのは財政課の仕事という認識から、さらに資産を

所管する課の協力によって作り上げることが求めら
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れています。

資料１４～１６ページ以降は簡単に申し上げます。行

政コスト計算書は、いわゆる損益計算書に匹敵する

と言われていたものなのですが、若干会計ごとにな

って、その形が変わってきました。

純経常行政コスト計算書だというご理解で見てい

ただければいいと思います。特に、旧総務省方式の

行政コスト計算書においては、当期の収益で、当期

の経常的費用で賄われたかどうか、賄われなければ、

それは翌期以降に先送りされたということがかつて

は示されたのですが、今回はそこまで示すことはし

てないのです。

資料１５ページの純資産変動計算書にその役割は引

き継がれることになります。細かくはなかなか申し

上げられませんけれども、純資産変動計算書の「そ

の他一般財源等」の数字の動きの中で当期の経常的

費用は実際に当期の経常的収益で賄われたのかどう

かということがより分かるような仕組みになってお

ります。

資料１６ページですが、財源仕訳が、総務省方式改

訂モデルと基準モデルにおいて特徴的ですが、これ

は説明に時間がかかりますし、また皆さんの中でご

理解いただく時間が必要かと思いますが、財源仕訳

をすることによって、実際にわれわれの財源がどの

ように何に充当されているかと正確に知ることは確

かにできます。

資料１７ページは資金収支計算書ですが、先ほど、

「かつての行政コスト計算書で経常的費用と経常的収

益との回収が行われて、そこで今年度の負担はしっ

かりと今年度で行われたかどうかというのが分かる」

ということを申し上げました。ある意味では、今回

のモデルの中で、資金収支計算書のところでこちら

の役割は果たされるのかもしれません。ただし、経

常的収支の部、図表２－１７にありますけれども、必

ずしもそうでない異物が入っています。

異物の部分にだけ網かけしておきましたので、ご

覧ください。地方債発行額と基金取崩です。ここの

地方債発行額は、資産を形成せずに負担を先送りし

ていることを示し、基金取り崩し額は、資産に振り

替わるはずの基金を取り崩して経常的な収入として

しまったものです。この網かけをしている二つの数

字については、「経常的支出が経常的な収入で賄われ

たのですよ」ということを説明するには、逆に使っ

てはならない数字です。先送りした数字、あるいは

資産取得を単に振り替えてしまった数字ということ

です。ただし、現状の臨時財政対策債などのように、

自治体にとって非常に追い込まれるように発行せざ

るを得なくなったものも入っています。

今日、お集まりの方々は、連結債務書類作成が今

後必要になってくるニーズの方々が結構おられるか

と思います。実際にこの連結財務書類の分析につい

ては、この後の発表で分かると思います。ここに少

し文章で書いておいたのですけれども、例えば、土

地開発公社、これが連結の対象に当然なります。土

地開発公社を連結の対象にしたときに、土地開発公

社の貸借対照表自体は、資産、負債、純資産、非常

にいいバランスをしている、きれいな数字が出てい

るわけです。なぜかといえば、購入したときの取得

価格プラスそれまでの利子で資産が計上されていま

す。その後バブルの崩壊を経て、資産価値がぐっと

下がり、あるいは５年、６年の間に資産価値が下が

っても、それは貸借対照表上には反映されていませ

ん。いわゆる塩漬け土地の含み損は一切反映されて

ない状況です。

しかし、それが連結を経ることによって、時価で

評価をする分というのが幾つか出てきます。例えば

売却可能資産で計上すべきもの、それから、流動資

産の販売用不動産に計上すべきものとして、時価評

価ないし「取得価格と時価評価の低い方を計上しな

さい」ということをやっていますと、そもそも取得

価格しか見えてこなかったものが、連結の作業を通

じて、いきなり時価で表示してくることになります。

そうすると、自治体の持っている資産の中で含み損

がどのくらいあるのか、財務諸表の資産額と、土地

開発公社連結したときの財務諸表がなぜこれほどの

差が出るのか、という視点で見ると、そこに土地開

発公社の中にある含み損が明らかに出てきます。

第３部　連結財務書類
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それから、行政コスト計算書の点でいえば、補助

金や委託料の点を指摘できます。いわゆる財務赤字

と第三セクター等に対して普通会計から補助金支出、

あるいは委託料支出という形でお金を出しますが、

受ける側の第三セクター等では、それを収益として

記載しています。それぞれの行政コスト計算書を連

結する作業によって、どちらの数字も消えて、出て

くる数字は、第三セクター等は、補助金を使って人

件費に幾ら充てました、それから、物件費に幾ら充

てましたという、その人件費や物件費という現実の

支出が出てまいります。そうすると、人件費と物件

費の割合を求められて、それを連結の前と後で比較

すれば、自治体の中で行うべき仕事を第三セクター

を通じて人件費として支出しているという姿もよく

見えるようになってきます。それが過剰かどうかと

いう考えはまた別の問題ですけれども、はっきり言

うと、どういう仕事をどのような経費で行っている

かということが連結を通じて分かるようになってお

ります。

私の方からは大体この辺で終了させていただきま

す。非常に限られた時間、約６０分でしたので説明を

だいぶはしょった部分もありますが、これから特別

講座に参加する方々に、地域の公会計改革というの

はどのようなものなのかという点も含めて概要をご

説明しました。
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